


(2)その他の関連する現状等

安芸沖周辺海域でバッチ漁を行う漁業者は、 近隣の漁協や市町村の枠組みを超えて「安芸西部

機船船びき網連合会」（以下、 「連合会」という）を組織し、操業時間の調整や雨天時の不出漁の

決定、 省燃油活動等の取り組みを協力して行っている。

また、 漁協は安芸商工会議所に事務局のある「安芸釜あげちりめん丼楽会」や高知県東部の漁

協で組織する「安芸海区漁業振興協議会」と連携し、 地域イベントでの釜揚げシラス等のPR活
動などを実施している。

釣り漁業では、安芸漁協に所属する組合員以外の漁業者や遊漁者による水揚げが増加傾向にあ
る 一方、 組合員は収益の出やすい魚種（カツオやキンメダイ等）を対象とした漁を行うため、 漁
場に近い他の市町村の漁港に水揚げするケー スも増えている。

3 活性化の取組方針
(1)前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題等
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(2)今期の浜の活力再生プランの基本方針

第1期の成果および課題をふまえ、第2期の基本方針として、前期の取組を継続・拡大しつつ、
特に地域漁業の中で水揚げの大部分を占めるバッチ漁業及び釣り漁業を主として、以下のとおり
取り組むこととする。

【漁業収入向上の取組み】
〇荷さばき体制、 衛生管理体制の改善

前期プランの期間中にシラスの入札場所を従来の海岸部から漁協施設内に変更したことで、衛
生管理体制の改善が図られたことから、さらなる改善に努めていく。また、鮮度向上による漁獲
物の高品質化に向けて取り組む。
〇品質向上による浜値の向上

バッチ網漁業において、状況に応じて曳網時間を従来より短くすることや、漁獲後の施氷を適
宜行うことにより漁獲物の品質を向上させ、浜値の向上を図っていく。
〇資源管理、 漁獲過剰による浜値下落の防止

資源管理についての漁業関係法令や漁業調整規則等で規定されている公的管理措置を遵守す
るほか、シラスにおいては毎週日曜日、年末年始(12/30~1/ 4)、お盆(8/13~8/16)、神事(10/10)、
漁協総会時(3月の第一土曜日）に加えて雨天日を休漁とする。 また、 連合会による自主的な取
り決めとして、 操業は午前 11時までとするほか、 特に豊漁時には過剰な漁獲とならないよう申
し合わせを行い、 資源管理の適切な管理を行う。
〇環境保全の取組

集中豪雨等により山間部等の内陸部から流出する流木や廃棄ビニール等の漁場や海岸線への
漂流（漂着）ゴミの除去活動を行い、漁場環境の維持・保全に努める。
〇機船船曳網漁業における省力化、省人化

漁業者の高齢化と担い手の減少に伴い、漁業従事者の人手不足が深刻化しつつあることから、
伝馬船等へのつり上げ機器（ホイストクレーン等）の設置等による省人化、省力化へ取り組む。
〇買受業者の誘致
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新たに漁業に従事しようとする就業希望者がいる場合には必要なサポ ー ト

を行い、 漁業者はその育成に協力し漁業者の増加を図る。

漁業コスト削減 ・定期的な船底清掃を実施し、燃費向上に努める。

のための取組 ・減速航行、 不要な積載物の削減による船体の軽量化等、 省燃油を心がけた

操業に徹する。

・バッチ網漁においては、 可能な限り曳網時間を短縮し、 燃費削減を図る。

・漁業者の漁業経営セ ーフティ ーネット構築事業への加入促進に努め、 燃油

高騰時のリスク低減を図る。

・推進機関のこまめなメンテナンスの実施による負荷の軽減を図る。

活用する支援措 漁業経営セ ー フティ ー ネット構築事業（国）

置等 競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業強化支援事業（国）

水産多面的機能発揮対策事業（国）

高知県漁業就業総合支援事業（県）

高知県漁業生産基盤維持向上事業（県）

(5) 関係機関との連携

漁協は、 漁場保全の取組と新規就業者の確保において、 高知県及び安芸市と連携し、 日常的

に密な情報共有を行い、 必要な支援制度（国、 県、 市）を活用し漁業者の漁業経営の維持·

向上に向けた対策を講じていく。 また、 その他の取組においても、 必要に応じて、 高知県と

安芸市は適宜、 安芸漁協や漁業者に助言指導を行っていく。

4 目標

(1)所得目標

漁業所得の向上10%以上 基準年 平成 26~平成 30 年度：

漁業所得（地区総額） 千円
----------------

目標年
------------------------------------------------------------

令和 6 年度

漁業所得（地区総額） 千円

(2)上記の算出方法及びその妥当性
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(3)所得目標以外の成果目標

魚価向上（シラス）
基準年

目標年

(4)上記の算出方法及びその妥当性

平成26~30 年度： 539 円/kg

令和6年度 : 600 円/kg

バッチ網漁で漁獲されるシラスの水揚げは、安芸市場において約9割を占めており、シラスの

単価向上が当地域の漁業所得に大きく影響することから、安芸市場におけるシラスの年間平均価
格の向上を所得目標以外の成果目標とする。

なお、目標の設定については、過去5年の水揚げ実績からその平均である539円を基準とした。
向上率の設定では、浜値が平成25年以降に新たに2社の加工業者が参入したことで市場での競
争が活性化していることや、地元での消費拡大に向けたPR活動でマスコミ等への露出機会が増
えたことで知名度が向上したこと等により上昇傾向にあること、また過去 5 年のうち、直近 3 年
の平均は589円となっており、 それには漁業者による品質向上の取組や、過剰漁獲の軽減による

浜値下落の軽減の取組が年間の平均単価向上に寄与していると考えられる実情を参考に、現状の
539円から5年後に600円(11%)まで向上させる計画とした。
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5 関連施策

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性

漁業経営セ ー フティ 燃油価格高騰時に補填を受け漁業経営の安定を図る。

ネット構築事業

漁業構造改革総合対 漁業の新しい操業・生産体制への転換化を促進し、 漁業の収益性の改

策事業 善を図る。

新規漁業就業者総合 意欲ある若者の漁業就業を支援し、 後継者を確保する。

支援事業

水産多面的機能発揮 漁業者等による漁場環境保全の取組みを支援する。

対策事業

水産物供給基盤機能 水産業に必要な生産基盤の維持・向上を図る。

保全事業

浜の活力再生交付金 浜の活力再生プランに基づく取組みに対して必要な施設整備や取組

み等を行う。
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